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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の時間間隔毎にセンサ信号を供給し、各々がスクロール・アクションとクリック・
アクションとを測定するのに用いられる少なくとも１つのセンサ・ユニットと、複数の前
記所定の時間間隔にわたって前記センサ・ユニットのそれぞれが供給する前記センサ信号
のパターンを分析する分析手段とを有するユーザ入力デバイスを用いて、少なくとも１つ
のスクロール・アクション又はクリック・アクションを含む、ユーザ入力デバイスに対す
る物体の相対的な移動を測定する方法であって、
　前記クリック・アクションは、動きのない期間が前後に存在し、パルスのようなセンサ
信号を生成し、
　前記スクロール・アクションは、前記クリック・アクションが生成する振動数よりも多
くの振動数を有するセンサ信号を生成し、
　スクロール・アクション情報及びクリック・アクション情報が前記少なくとも１つのセ
ンサ・ユニットの何れか一つによって供給される前記センサ信号のパターンから導かれ、
　前記パターンの分析には、該パターンが第一の典型的なクリック・アクションの時間パ
ターンを示しているか、或いは、該第一の時間パターンとは異なる第二の典型的なスクロ
ール・アクションの時間パターンを示しているかの判断が含まれ、
　前記センサ信号は、作動中のレーザのレーザ空洞における変化を測定することによって
得られ、該変化は、前記センサ・ユニットのそれぞれが物体表面を測定レーザ光線で照射
し、該物体表面によって反射された、該測定レーザ光線に沿う測定ビーム放射線が、該測
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定レーザ光線を発する該レーザ空洞に再突入するという事実によってもたらされ、該レー
ザ空洞に再突入する該測定ビーム放射線と該レーザ空洞における光波との干渉を原因とす
る、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　所定の時間間隔中に得られた少なくとも１つのセンサ信号の分析には、該所定の時間間
隔中に得られた少なくとも１つのセンサ信号と組み合わせられる、過去及び未来の他の時
間間隔中に得られたセンサ信号が用いられ、
　前記分析は、スクロール・アクションとクリック・アクションとを区別するために、或
いは、スクロール・アクションの方向を決定するために行われ、また、前記分析は、前記
所定の時間間隔中に得られた少なくとも１つのセンサ信号と前記過去及び未来の他の時間
間隔中に得られたセンサ信号とのそれぞれから導かれる前記相対的な移動の速さ及び方向
の複数の組み合わせに基づいて行われる、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の方法であって、
　前記少なくとも１つのセンサは、起動パルスによって起動され、
　センサ信号分析は、前記起動パルスにより決定された測定時間間隔中に実行される、こ
とを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項記載の方法であって、
　測定時間間隔の前半及び後半それぞれにおけるセンサ信号の第一及び第二の振動数が求
められ、
　前記測定時間間隔を一周期として用いる周期的に変化する駆動電流が、前記レーザに適
用され、
　前記第一及び第二の振動数の合計が前記測定時間間隔中のクリック・アクション動きを
検出するのに用いられる、ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項記載の方法であって、
　測定時間間隔の前半及び後半それぞれにおけるセンサ信号の第一及び第二の振動数が求
められ、
　前記測定時間間隔を一周期として用いる周期的に変化する駆動電流が、前記レーザに適
用され、
　前記第一及び第二の振動数の差がスクロール移動の方向を求めるのに用いられ、該移動
の速さが前記第一及び第二の振動数の合計から求められる、ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項記載の方法であって、
　スクロール・アクション及びクリック・アクションを測定する少なくとも１つの光学式
センサを有する光学式入力デバイスが用いられる、ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　各センサ・ユニットによって実行される測定が物体表面を測定レーザ光線で照射する工
程と該表面によって反射された測定ビーム放射線の選択された一部分を電気信号に変換す
る工程とを有する請求項６記載の方法であって、
　前記測定ビームに沿って反射され、該測定ビームを発するレーザ空洞に再突入する測定
ビーム放射線が選択され、
　再突入した放射線と前記レーザ空洞における光波との干渉を原因とし、相対的な物体移
動を表す、該レーザ空洞の作動中の変化が測定される、ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　所定の時間間隔毎にセンサ信号を供給し、各々がスクロール・アクションとクリック・
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アクションとを測定するのに用いられる少なくとも１つのセンサ・ユニットと、複数の前
記所定の時間間隔にわたって前記センサ・ユニットのそれぞれが供給する前記センサ信号
のパターンを分析する分析手段とを有するユーザ入力デバイスであり、少なくとも１つの
スクロール・アクション又はクリック・アクションを含む、ユーザ入力デバイスに対する
物体の相対的な移動を測定する入力デバイスであって、
　前記クリック・アクションは、動きのない期間が前後に存在し、パルスのようなセンサ
信号を生成し、
　前記スクロール・アクションは、前記クリック・アクションが生成する振動数よりも多
くの振動数を有するセンサ信号を生成し、
　スクロール・アクション情報及びクリック・アクション情報が前記少なくとも１つのセ
ンサ・ユニットの何れか一つによって供給される前記センサ信号のパターンから導かれ、
　前記分析手段が、前記クリック・アクションの第一の典型的なセンサ信号時間パターン
を前記スクロール・アクションの第二の典型的なセンサ信号時間パターンと区別する手段
を有し、
　前記センサ信号は、作動中のレーザのレーザ空洞における変化を測定することによって
得られ、該変化は、前記センサ・ユニットのそれぞれが物体表面を測定レーザ光線で照射
し、該物体表面によって反射された、該測定レーザ光線に沿う測定ビーム放射線が、該測
定レーザ光線を発する該レーザ空洞に再突入するという事実によってもたらされ、該レー
ザ空洞に再突入する該測定ビーム放射線と該レーザ空洞における光波との干渉を原因とす
る、
ことを特徴とする入力デバイス。
【請求項９】
　請求項８記載の入力デバイスであって、
　前記入力デバイスは、少なくとも１つの光学式センサ・ユニットを有する光学式デバイ
スであり、
　前記少なくとも１つの光学式センサ・ユニットは、
　　レーザ空洞を備え、測定ビームを生成するダイオード・レーザと、
　　物体近くの一平面内に前記測定ビームを集中させる光学手段と、
　　前記物体によって反射された測定ビーム放射線を電気センサ信号へ変換する変換手段
とを含む、ことを特徴とする入力デバイス。
【請求項１０】
　請求項９記載の入力デバイスであって、
　前記入力デバイスの透明窓の近くに配置され、前記測定ビームの一部を参照ビームとし
て分離する部分伝達構成要素と、
　前記参照ビーム及び前記物体によって反射された測定ビーム放射線を受信する小さい開
口部を備えた放射線感応検出手段と、を更に有することを特徴とする入力デバイス。
【請求項１１】
　請求項９記載の入力デバイスであって、
　前記変換手段は、
　　前記レーザ空洞と
　　前記レーザ空洞に再突入した反射測定ビーム放射線とこの空洞における光波との干渉
を原因とし、前記物体と前記入力デバイスとの相対的な移動を表す前記レーザ空洞の変化
を作動中に測定する測定手段との組み合わせによって構成される、ことを特徴とする入力
デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサ信号を供給し、各々がスクロール・アクションとクリック・アクショ
ンとを測定する少なくとも１つのセンサ・ユニットと、該センサ信号を分析する分析手段
とを有するユーザ入力デバイスを用いて、少なくとも１つのスクロール・アクション又は
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クリック・アクションを含むユーザ入力デバイスに対する物体の移動を測定する方法に関
する。
【０００２】
　また、本発明は、上記方法を実行する入力デバイス及びこのような入力デバイスを有す
る装置にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　このような方法及びユーザ入力デバイス（以下、入力デバイス）は、欧州特許出願ＥＰ
－Ａ１１１３３８５から知られている。「センサ・ユニットがスクロール・アクション及
びクリック・アクションを測定するのに用いられる」という文章は、センサ・ユニットが
情報（例えば、スクロール・アクションに関する第一の情報又はクリック・アクションに
関する第二の情報）を供給することを意味していると考えられる。実際には、これら第一
の情報と第二の情報は同時に存在しない。ＥＰ－Ａ１１１３３８５の入力デバイスは、光
学式装置であり、光学式マウスとして機能する。それは、例えば、コンピュータ構成にお
いて、コンピュータ・ディスプレイ又はモニタ上でカーソルを動かして例えば表示された
メニュのアイテムや機能を選択するのに用いられることが意図されている。従来、このよ
うな光学式マウスは、より昔の機械式マウスのように、手でマウスパッド上を動かされる
。入力デバイスは、「逆」光学式マウスであることが好ましい。その場合、入力デバイス
は、静止しており、例えばデスクトップ、ノートブック、又はパームトップ・コンピュー
タのキーボードに内蔵される。メニュからアイテムを選択するには、人間の指（物体）を
入力デバイスのハウジング内の透明な窓の上を一方向に移動させる。この移動は、スクロ
ール・アクションと呼ばれる。指の移動を測定するオプティカル・モジュールは非常に小
さくすることができるため、この入力デバイスは小さくすることができる。事実、入力デ
バイスは、光学式測定モジュールへと低減させることができる。これは、入力デバイスに
新しい用途への道を開く。例えば、ユーザの入力機能は、メニュ上のアイテムを選択し、
インターネット・ページにアクセスする携帯電話や、他の携帯型装置や、ノートパソコン
などに組み込むことができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＥＰ－Ａ１１１３３８５には、スクロール・アクションに加えて、ユーザは、メニュの
オプションの選択を示す入力アクションをとることもできるべきであると記載されている
。これは、従来のキーボードの一部を構成する選択ボタン又はキーを用いて、行うことが
できる。選択入力の別の可能性は、入力デバイスへの指でのタップ（フィンガー・タップ
）などの短い入力である。このような指でのタップは、スクロール・アクションを測定す
るセンサによって検出することができる。この場合、センサ信号を処理する回路が採用さ
れるべきであるが、ＥＰ－Ａ１１１３３８５はこの検出がどのように実行されるのかにつ
いて開示していない。
【０００５】
　ＥＰ－Ａ１１１３３８５の入力デバイスにおいて、イメージング・レンズは、指紋セン
サと呼ばれる多数のセンサ素子を有するセンサ上で指の表面レリーフを画像化するのに用
いられる。指の移動は、指紋センサによって感知された多くの連続した指画像を比較する
ことによって測定される。
【０００６】
　最近、発明者らの研究室で、指紋センサに基づく方法及び装置よりも大幅に簡単で、安
価で、信頼性の高い新しいスクロール及びクリック入力測定方法及び装置が開発されてい
る。この新しい方法及び入力デバイスは、ここに説明した入力デバイス種類にとって新し
い概念を用いる。後述するように、この概念は、測定ビーム内で動いている指によって導
入されたドップラー・シフトとダイオード・レーザにおけるいわゆるセルフミキシング効
果との組み合わせである。これは、ダイオード・レーザによって発せられ、反射後にダイ
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オード・レーザの空洞に再突入する放射線がレーザのゲインに変動をもたらし、よってレ
ーザにより発せられた放射線にも変動をもたらす現象である。この新しいスクロール・ア
ンド・クリック方法及び装置は、スクロール・アクションの速さ及び方向の双方を測定す
ることを可能にすると共に、例えば装置の窓に対して反対の鋭角に向けられた２つのダイ
オード・レーザ測定パス（センサ・ユニット）を用いてクリック・アクションを検出する
ことを可能にする。この方法をベクトル分解法と呼ぶ。ダイオード・レーザには周期的に
変化する電流を供給することができ、前半期間及び後半期間において生成された測定信号
を比較して、スクロール・アクションの方向を決定することができる。
【０００７】
　本発明の目的は、スクロール・アクションとクリック・アクションの明白な区別及び非
常に信頼性の高いスクロール・アクション方向の測定が可能となり、更に、スクロール及
びクリック装置におけるセンサ・ユニットの数の低減が可能となるように、上記方法及び
装置を大幅に改良する手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この方法は、スクロール・アクション情報及びクリック・アクション情報が少なくとも
１つの同じセンサ信号から導かれること、及び、センサ信号を分析する際に該信号が第一
の典型的なクリック・アクションの時間パターンを示しているか、或いは、第一の時間パ
ターンとは異なる第二の典型的なスクロール・アクションの時間パターンを示しているか
を判断すること、を特徴とする。
【０００９】
　本発明は、ユーザは決してスクロールとクリックを同時には行わないという事実とクリ
ック・アクションはスクロール・アクションにより生成されたセンサ・ユニット信号とは
大幅に異なるセンサ・ユニット信号を生成するという洞察とを用いる。クリック・アクシ
ョンは、素早い短時間の動きであり、前後には動きの無い期間が存在するため、パルスの
ような応答又はセンサ出力信号を生成する。クリック・アクションは、個々人のユーザの
指の移動及びクリックの方向（アップ・クリック又はダウン・クリック）からは独立して
検出することができる。スクロール・アクションは、同じ時間期間中に、クリック・アク
ションが生成する単一の振動（すなわち、パルス）よりも圧倒的に多くの信号振動をセン
サ出力信号中に生成する。
【００１０】
　本方法の好ましい実施形態は、ある時間間隔中の上記少なくとも１つのセンサ信号の分
析に他の時間間隔中に得られた移動データが用いられることを特徴とする。
【００１１】
　ある時間間隔中に測定された信号を分析するときに過去の測定及び未来の測定を考慮す
ることにより、スクロール・アクション方向（すなわち、上方へのスクロールか、下方へ
のスクロールか）の決定の信頼性が非常に高くなる。上記ある時間間隔中に得られた信号
の分析を遅延させることにより、上記未来の測定（すなわち、上記ある時間間隔の後で行
われた測定）を用いることができる。
【００１２】
　本方法は、更に、上記少なくとも１つのセンサが起動パルスによって起動され、センサ
信号分析はこの起動化パルスにより決定された測定時間間隔中に実行される、ことを特徴
とする。
【００１３】
　ダイオード・レーザを用いる光学式入力デバイスの場合、起動パルスは、ダイオード・
レーザを制御する電流パルスである。センサ信号は、ダイオード・レーザ制御パルスの各
々においてサンプリングされる。
【００１４】
　本方法の一実施形態は、測定時間間隔の前半及び後半それぞれにおけるセンサ信号の第
一及び第二の振動数が求められ、第一及び第二の振動数の合計を用いて該測定時間間隔中
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のクリック・アクション動きを検出すること、を特徴とする。
【００１５】
　したがって、クリック・アクションがセンサ信号と半信号期間内の振動数とについて有
するスクロール・アクションのそれとは異なる固有の効果が用いられる。信号期間は、ダ
イオード・レーザ駆動電流の期間に対応する。好ましくは過去及び未来の値と組み合わせ
られた後の上記合計値をクリック閾値と比較することによって、上記測定時間間隔におけ
るクリック・アクション動きの存在を立証することができる。
【００１６】
　スクロール・アクション方向を信頼性高く決定することができる本方法の一実施形態は
、測定時間間隔の前半及び後半それぞれにおけるセンサ信号の第一及び第二の振動数が求
められ、第一及び第二の振動数の差を用いてスクロール移動の方向を求め、該移動の速さ
が第一及び第二の振動数の合計から求められる、ことを特徴とする。
【００１７】
　スクロール・アクションは、正の値しかとらない速さと、正か負かいずれかをとる方向
という２つのパラメータを有する。速さ及び方向は、一体として、ベクトル量である速度
を構成する。スクロール・アクションの方向（上／下）について、ユーザは予め決定され
た時間期間中に２回以上スクロール方向を変えることはないという事実、及び、スクロー
ル方向の変化は一時的な低い速さを伴う（すなわち、数学的に、無限短瞬間の間、速さは
０となる）という事実、が用いられる。信号処理回路〈例えば、マイクロプロセッサ〉は
、高周波で（例えば、１０ミリ秒ごとに）速さの値を計算する。
【００１８】
　特にスクロール移動方向の検出は、過去及び未来の時間間隔の測定結果を上記時間間隔
のそれらと組み合わせることによって、大幅に改善させることができる。したがって、最
近の過去の時間間隔及び近い未来の時間間隔の双方の中で速さが最小値となる時間間隔が
存在するか否かが確認される。存在する場合、移動方向に変化はなく、実際に分析された
時間間隔における移動方向は、速さが最小であった２つの時間間隔の間の平均方向として
考えることができる。実際に分析された時間間隔におけるスクロール移動速さは、この時
間間隔における信号振動の第一及び第二の数を合計することによって求められる。
【００１９】
　このスクロール方向（上／下）決定方法は、周期的に変化する電流をセンサのダイオー
ド・レーザに供給することによって生成された周期的なセンサ信号の連続した半周期にお
ける振動数を単に比較するだけの上述のベクトル分解法よりも信頼性が高い。さらに、こ
の新しい方法は、スクロール・アクションの突然の開始又は終了が誤ってクリック・アク
ションとして解釈される可能性を最小化する。後者は、指でのタップなどの突然の入力に
しか言及していないＥＰ－Ａ１１１３３８５の方法及び装置において発生し得る。
【００２０】
　上述の分析工程は、センサ・ユニットを１つしか持たない入力デバイスに対しても、２
つ以上のセンサ・ユニットを持つ入力デバイスに対しても、実行される。最も一般的なケ
ースであろう後者の場合、上述の合計及び減算には、第二及びそれ以上のセンサ・ユニッ
トによって供給された信号の信号振動数が含まれる。
【００２１】
　上記分析工程を実行するために、本方法の別の実施形態を反射した異なる形のアルゴリ
ズムを用いることもできる。
【００２２】
　第一の実施形態は、センサ信号を分析する際に、最初にクリック・アクションが実行さ
れたか否かを判断する工程と、次にスクロール・アクションが実行されたか否かを判断す
ると共にそのスクロール移動の方向及び速さを決定する工程とを有するアルゴリズムを用
いる、ことを特徴とする。
【００２３】
　第二の実施形態は、センサ信号を分析する際に、最初にスクロール・アクションが実行
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されたか否かを判断すると共にスクロール移動の方向及び速さを決定する工程と、次にク
リック・アクションが実行されたか否かを決定する工程とを有するアルゴリズムを用いる
、ことを特徴とする。
【００２４】
　この新しいセンサ信号解釈法は、更なる利点を得るためにベクトル分解法などの他の方
法と組み合わせることができる。
【００２５】
　本発明は、様々な種類のユーザ入力デバイスと共に用いることができる。
【００２６】
　本方法の第一の実施形態は、少なくともスクロール・アクション及びクリック・アクシ
ョンを測定する少なくとも１つの容量性センサ（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒ）
を有する容量性入力デバイスを用いる、ことを特徴とする。
【００２７】
　容量性センサは、安価且つ小型であるため、携帯型の小型軽量装置において用いるのに
非常に適している。容量性センサは、導電性材料だけでなく、空気中の指などのその周囲
とは異なる誘電率を有する材料も検出することができる。このようなセンサは、２次元に
おける指の位置の測定を可能にする。
【００２８】
　本方法の好ましい実施形態は、少なくともスクロール・アクション及びクリック・アク
ションを測定する少なくとも１つの光学式センサを有する光学式入力デバイスを用いるこ
とを特徴とする。
【００２９】
　光学式入力デバイスは、よりフレキシブルで、環境状況への依存が比較的低い。また、
このデバイスも、シンプルな構造で、且つ、安価、小型、とすることができる。様々な種
類の光学式入力が本方法と共に用いることができる。
【００３０】
　各光学式センサ・ユニットによって実行される測定は、物体表面を測定レーザ光線で照
射する工程と、該表面によって反射された測定ビーム放射線の選択された一部分を電気信
号に変換する工程とを有する本方法の一実施形態が用いられることが好ましい。この実施
形態は、測定ビームに沿って反射され、測定ビームを発するレーザ空洞に再突入する測定
ビーム放射線が選択されること、及び、再突入した放射とレーザ空洞における光波との干
渉を原因とし、相対的な物体移動を表すレーザ空洞の作動中の変化が測定されること、を
特徴とする。
【００３１】
　本方法の上記実施形態は、ダイオード・レーザにおけるいわゆるセルフミキシング効果
を用いる。これは、ダイオード・レーザによって発せられ、ダイオード・レーザの空洞に
再突入する放射線が、レーザのゲインに変動を生じさせ、それによりレーザによって発せ
られる放射線にも変動が生じる現象である。物体及び入力デバイスは、移動方向がレーザ
光線方向成分を有するように、互いに相対的に移動させられる。物体及び入力デバイスが
動くと、物体によって散乱させられた放射線は、ドップラー効果のために物体を照射する
放射線の周波数と異なる周波数を有する。散乱した光の一部は、物体上に照射ビームの焦
点を合わせるのと同じレンズによってダイオード・レーザ上にその焦点が合わせられる。
散乱した放射線の一部はレーザ鏡を通ってレーザ空洞に入るため、レーザ内では光の干渉
が生じる。これにより、レーザ及び発せられる放射線の特性に抜本的な変化が引き起こさ
れる。セルフミキシング効果により変化するパラメータは、レーザ放射線のパワ、周波数
、及び線幅、及び、レーザ・スレッショルド・ゲイン、である。レーザ空洞における干渉
により、２つ放射線周波数の差と等しい周波数でこれらのパラメータの値が変動する。こ
の差は、物体の速度に比例する。したがって、物体の速度及び時間積分による物体の移動
は、上記パラメータのうちの１つの値を測定することによって決定することができる。こ
の方法は、ほんの数個のシンプルな構成要素により実行が可能であり、これら構成要素の
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正確なアラインメントも必要としない。
【００３２】
　物体の速度又は一般的に固体及び流体の速度を測定する際にセルフミキシング効果を用
いること自体は既知である。例えば、文献：「Ｓｍａｌｌ　ｌａｓｅｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ
　ｖｅｌｏｃｉｍｅｔｅｒ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｅｌｆ－ｍｉｘｉｎｇ　ｅｆ
ｆｅｃｔ　ｉｎ　ａ　ｄｉｏｄｅ　ｌａｓｅｒ」、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ、Ｖｏ
ｌ．２７、Ｎｏ．２、１９８８年１月１５日、３７９～３８５頁、及び、文献：「Ｌａｓ
ｅｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｖｅｌｏｃｉｍｅｔｅｒ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｅｌｆ
－ｍｉｘｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ　ｉｎ　ａ　ｆｉｂｅｒ－ｃｏｕｐｌｅｄ　ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｔｈｅｏｒｙ」、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ、Ｖｏｌ
．３１、Ｎｏ．８、１９９２年６月２０日、３，４０１～３，４０８頁、参照。しかしな
がら、今に至るまで、上に定義した入力デバイスにおけるセルフミキシング効果を用いる
ことは提案されていない。この新しい用途は、セルフミキシング効果を用いる測定モジュ
ールは、小型で且つ安価なため、容易且つ多くの追加的コスト無しで既存のデイバス及び
装置にインストールすることができる、という認識に基づく。
【００３３】
　本方法の好ましい実施形態は、更に、ダイオード・レーザ空洞のインピーダンスが測定
されることを特徴とすることもできる。
【００３４】
　レーザダイオードのインピーダンスは、干渉効果により変化し、入力デバイスと物体の
相対的移動の関数であるパラメータの１つである。このインピーダンスは、ダイオード・
レーザ全域の電圧を測定し、測定された電圧値をダイオード・レーザを通って送られた既
知の電流値で除することによって決定することができる。
【００３５】
　本方法の好ましい実施形態は、レーザ放射線の強度が測定されることを特徴とすること
が好ましい。
【００３６】
　レーザ放射線の強度を測定することは、レーザ空洞の変化を決定するのに最もシンプル
な方法である。なぜなら、シンプルな光ダイオードを用いて行うことができるからである
。
【００３７】
　本発明は、更に、上記方法を実行し、少なくとも１つのセンサ・ユニットと信号分析手
段とを有し、各センサ・ユニットはスクロール・アクション及びクリック・アクションを
測定してセンサ信号を該分析手段に供給する、入力デバイスに関する。
【００３８】
　この入力デバイスは、信号分析手段が、クリック・アクションの第一の典型的なセンサ
信号時間パターンをスクロール・アクションの第二の典型的なセンサ信号時間パターンと
区別する手段を有することを特徴とする。
【００３９】
　この入力デバイスは、更に、信号分析手段が異なる時間間隔において得られた測定結果
を組み合わせる記憶及び／又は遅延手段を有することを特徴とすることができる。
【００４０】
　この入力デバイスは、更に、少なくとも１つのセンサ・ユニットは起動信号によって起
動され、分析手段は例えば起動信号によって決定された測定時間間隔における分析の実行
などについて上記センサ・ユニットと時間的に同期が取られる、ことを特徴とすることが
できる。
【００４１】
　この入力デバイスの一実施形態は、分析手段が、測定時間間の前半及び後半それぞれに
おけるセンサ信号の第一及び第二の振動数を計数する手段と、これら第一及び第二の振動
数を加算してクリック・アクション情報を含む信号を供給する加算手段とを有することを
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特徴とする。
【００４２】
　この入力デバイスの別の一実施形態は、分析手段が、測定時間間の前半及び後半それぞ
れにおけるセンサ信号の第一及び第二の振動数を計数する手段と、これら第一及び第二の
振動数の差を求めてスクロール移動方向に関する情報を含む信号及び移動速さ情報を含む
信号を供給する減算手段とを有する、ことを特徴とする。
【００４３】
　この入力デバイスの現実的な一実施形態は、分析手段が、最初にクリック・アクション
が実行された否かを判断する工程と、次にスクロール・アクションが実行されたか否か及
びスクロール・アクションの方向及び速さを判断する工程とを有するアルゴリズムを備え
る、ことを特徴とする。
【００４４】
　この入力デバイスの代替的な一実施形態は、分析手段が、最初にスクロール・アクショ
ンが実行されたか否か及びスクロール移動の方向及び速さを判断し、次にクリック・アク
ションが実行されたか否かを決定する工程を有するアルゴリズムを備える、ことを特徴と
する。
【００４５】
　上記２つのアルゴリズムを含む信号分析手段は、信号処理・制御手段（例えば、この入
力デバイスが用いられる装置のマイクロプロセッサ）に内蔵されてもよい。
【００４６】
　この入力デバイスの第一の主要な実施形態は、それが少なくとも１つの容量性センサ・
ユニットを有する容量性デバイスであることを特徴とする。
【００４７】
　本発明により、たった１つのセンサ・ユニットを用いてスクロール・アクション及びク
リック・アクションの双方の測定が可能となる。なぜなら、本発明は、スクロール移動と
クリック移動の異なる性質を用いるからである。
【００４８】
　より多くの移動が測定されなければならない場合又はより多くのオプションが必要とさ
れる場合、別の種類の上記第一の主要な実施形態を用いることもできる。この種の入力デ
バイスは、少なくとも２つの容量性センサ・ユニットを有することを特徴とする。
【００４９】
　状況によっては、周囲の温度及び湿度が変わると、容量性センサはドリフトしてしまう
おそれがある。２つの容量性センサを用いることにより、比較的速いスクロール及びクリ
ック移動のドリフトのない（移動式）測定が可能となる。
【００５０】
　この入力デバイスの好ましい第二の主要な実施形態は、それが、レーザ空洞を備え、測
定ビームを生成するダイオード・レーザと物体近くの一平面内に測定ビームを集中させる
光学手段と物体によって反射された測定ビーム放射線を電気センサ信号へ変換する変換手
段とを含む少なくとも１つの光学式センサ・ユニットを有する光学式デバイスであること
を特徴とする。
【００５１】
　容量性入力デバイスのように、光学式入力デバイスは１つの光学式センサ・ユニットと
良好に機能するが、別の種類の光学式入力デバイスが好ましい状況もあり得る。この種の
入力デバイスは、少なくとも２つの光学式センサ・ユニットを有することを特徴とする。
【００５２】
　この光学式入力デバイスは、更に、このデバイスの透明窓の近くに配置され、測定ビー
ムの一部を参照ビームとして分離する部分伝達構成要素と、参照ビーム及び物体によって
反射された測定ビーム放射線を受信する小さい開口部を備えた放射線感応検出手段とを有
することを特徴とすることもできる。
【００５３】
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　この光学式デバイスの構造自体は、ホモダイン又はヘテロダイン検出を用いた光学式入
力デバイスに関するＥＰ－Ａ０９４２２８５に開示されている。すべての開示された実施
形態は、デバイスの透明窓の近くに配置された回折格子を有する。この格子は、測定ビー
ムの一部（好ましくは一次の１つにおいて回析された放射線）を物体（指）表面によって
反射・散乱された放射線の一部を受信する検出器へ反射する。格子によって一次回析した
レーザ放射線は、局部発振器ビームと呼ばれ、検出器はこの局部発振器ビームを用いて物
体表面からの放射線をコヒーレントに検出する。局部発振器ビームと物体により反射され
、検出器に入射した放射線との干渉は検出器からのビート信号を生み出す。この信号は、
物体表面のそれ自体の面での相対的移動によって決定される。ＥＰ－Ａ０９４２２８５の
入力デバイスは、格子に加えて、検出器の手前に配置され、伸張に位置合わせされるべき
である、コリメータ・レンズ、フォーカス・レンズ、及びピンホール・ダイヤフラムを有
する。
【００５４】
　この光学式入力デバイスは、変換手段が、レーザ空洞と、レーザ空洞に再突入した反射
測定ビーム放射線とこの空洞における光波との干渉を原因とし、物体と入力デバイスとの
相対的な移動を表すレーザ空洞の変化を作動中に測定する測定手段との組み合わせによっ
て構成される、ことを特徴とすることが好ましい。
【００５５】
　この光学式入力デバイスは、より少ない構成要素を有し、より容易に製造することがで
き、ＥＰ－Ａ０９４２２８５の入力デバイスよりも低コストである。
【００５６】
　この光学式入力デバイスの第一の実施形態は、測定手段がレーザ空洞のインピーダンス
の変動を測定する手段であることを特徴とする。
【００５７】
　この光学式入力デバイスの好ましい実施形態は、測定手段がレーザによって発せられた
放射線を測定する放射線検出器であることを特徴とする。
【００５８】
　この放射線検出器は、測定ビームの放射線の一部を受信するように配置されてもよい。
【００５９】
　しかし、上記入力デバイスのこの実施形態は、放射線検出器が測定ビームが発せられる
側とは反対側のレーザ空洞の側に配置されることを特徴とすることが好ましい。
【００６０】
　通常、ダイオード・レーザには、それらの背面に監視ダイオードが設けられる。通常、
このような監視ダイオードは、ダイオード・レーザの正面において発せられたレーザ光線
の強度を安定化させるために用いられる。ここで、監視ダイオードは、レーザ空洞に再突
入した測定ビームの放射線によって生成されたレーザ空洞の変化を検出するのに用いられ
る。
【００６１】
　この入力デバイスは、請求項２９～３３に記載された、携帯電話、コードレス電話、ラ
ップトップ・コンピュータ、デスクトップ・コンピュータ用マウス、及びリモコン装置な
どの様々な用途に用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　本発明の上記及び他の態様は、非限定的に、以下に説明する実施形態を参照して明らか
にされる。
【実施例】
【００６３】
　図１ａは、光学式入力デバイスの概略横断面である。このデバイスは、その下側にベー
スプレート１を有する。ベースプレート１は、ダイオード・レーザ（本実施形態において
はＶＣＳＥＬタイプのレーザ）用及び検出器（例えば光ダイオード）用のキャリアである
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見えるが、通常、少なくとも第二のダイオード・レーザ５と関連した検出器６が本装置の
上面図である図１ｂに示すようにベースプレート上に設けられる。ダイオード・レーザ３
及び５は、レーザ・ビーム又は測定ビーム１３及び１７をそれぞれ発する。このデバイス
は、その上側に、例えば人の指である物体１５を動かすための透明窓１２が設けられる。
例えば平凸レンズであるレンズ１０が、ダイオード・レーザとこの窓との間に配置される
。このレンズは、透明窓の上側又はその近くに測定ビーム１３及び１７の焦点を合わせる
。物体１５がこの位置に存在する場合、それはビーム１３を散乱させる。ビーム１３の放
射線の一部は、測定ビーム１３の方向へ散乱し、該一部はレンズ１０によってダイオード
・レーザ３の放射面上に収束させられ、このレーザの空洞に再突入する。後述するように
、空洞に戻ってくる放射線は、この空洞に変化を引き起こし、それにより、特に、ダイオ
ード・レーザによって発せられるレーザ放射線の強度が変化する。この変化は、ダイオー
ド・レーザ３の後ろの側に配置することが可能で、放射線変動を電気信号へ変換する光ダ
イオード４と、この信号を処理する電子回路１８とによって検出することができる。また
、測定ビーム１７は、物体上に焦点が合わせられ、よって散乱し、散乱した放射線の一部
はダイオード・レーザ５の空洞に再突入する。図１ａ及び１ｂに示す光ダイオード６の信
号のための回路１８及び１９は、例示であり、より従来通りであってもよく、或いは、よ
り従来通りでなくてもよい。図１ｂに示すように、これら回路は相互接続される。
【００６４】
　図２は、セルフミキシング効果を用いた移動測定の原理を示す。この図には、例えばダ
イオード・レーザ３であるダイオード・レーザがその空洞２０によって概略的に表されて
いる。ここで、ダイオード・レーザの前面及び後面は、レーザ・ミラー２１及び２２によ
ってそれぞれ表されている。空洞は、長さＬを有する。移動が測定される物体は、符号１
５で示される。この物体と前面２１の間のスペースは、外部空洞を形成し、その長さはＬ

０である。前面を通って発せられたレーザ光線は符号２５で示され、前面の方向に物体に
より反射された放射線は符号２６で示される。レーザ空洞において生成された放射線の一
部は、後面を通過して、光ダイオード４によって捕らえられる。
【００６５】
　物体１５が測定ビーム２５の方向に移動する場合、反射された放射線２６はドップラー
・シフトを受ける。これは、この放射線の周波数が変化すること、又は、周波数シフトが
発生すること、を意味する。この周波数シフトは、物体の移動速度に依存し、数ｋＨｚ～
ＭＨｚのオーダーである。レーザ空洞に再突入した周波数シフトした放射線は、この空洞
で生成された光波又は放射線と干渉する。すなわち、空洞においてセルフミキシング効果
が発生する。光波と空洞に再突入した放射線との間の位相シフト量に応じて、この干渉は
建設的か又は消極的である。すなわち、レーザ放射線の強度は、周期的に増加又は減少す
る。このように生成されたレーザ放射線変調の周波数は、空洞における光波の周波数と空
洞に再突入したドップラー・シフトされた放射線の周波数との差にちょうど等しい。周波
数の差は、数ｋＨｚ～ＭＨｚのオーダーであるため、容易に検出できる。セルフミキシン
グ効果とドップラー・シフトの組み合わせは、レーザ空洞の挙動を変動させる。特に、そ
のゲイン又は光振幅が変化する。
【００６６】
　これを図３に示す。この図において、曲線３１及び３２は、物体１５とフロント・ミラ
ー２１との間の距離Ｌ０に対する発せられたレーザ放射線の周波数νの変動及びダイオー
ド・レーザのゲインｇの変動をそれぞれ表す。ν、ｇ、及びＬ０は、いずれも任意の単位
である。距離Ｌ０の変動は物体移動の結果であるため、時間に対するゲインをプロットす
るために図３の横座標を時間軸でリスケールすることができる。物体の速度ｖに対するゲ
イン変動Δｇは、以下の数式によって与えられる。
【００６７】
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【数１】

　この数式において、
－　Ｋは、外部空洞への結合係数であり、レーザ空洞外で結合された放射線量を表してい
る。
－　νは、レーザ放射線の周波数である。
－　ｖは、測定ビーム方向における物体の速さである。
－　ｔは、時間モーメントである。
－　ｃは、光速である。
【００６８】
　この数式は、上述の２つの「Ａｐｐｉｌｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ」の文献に開示されたセル
フミキシング効果に関する理論から導くことができる。物体表面は、図２の矢印１６によ
って示されるように、それ自体の面において移動させられる。ドップラー・シフトはビー
ム方向における物体移動に対してのみ発生するため、この移動１６はこの方向の成分１６
’を有するべきである。したがって、ＸＺ面（すなわち、図２の図面平面）における移動
（Ｘ移動と呼ぶ）を測定することができるようになる。図２は、物体表面がシステムの他
の部分に対して斜めの位置をとっていることを示している。実際には、測定ビームは斜め
のビームであり、物体表面の移動はＸＹ面で発生するのが通常であろう。Ｙ方向は、図２
の図面平面に垂直である。この方向の移動は、第二の測定ビームによって測定することが
できる。第二の測定ビームは、第二のダイオード・レーザによって発せられ、その散乱光
は、第二のダイオード・レーザに関連付けられた第二の光ダイオードによって捕らえられ
る。斜め照射ビームは、図１に示すように、ダイオード・レーザをレンズ１０に対して偏
心して配置することによって得られる。
【００６９】
　監視ダイオードによってレーザ後面における放射線強度を測定することによって物体移
動によって引き起こされたレーザ空洞ゲインの変動を測定することが、最もシンプルで、
よって最も魅力的な方法である。従来、このダイオードは、レーザ放射線の強度を一定に
保つために使われていたが、ここでは物体の移動を測定するのにも用いられる。
【００７０】
　ゲイン変動を測定し、よって物体の移動を測定する別の方法は、レーザ放射線の強度が
レーザの接点の伝導バンドにおける電子数に比例するという事実を利用する。次に、この
数は、接点の抵抗に反比例する。この抵抗を測定することによって、物体の移動を割り出
すことができる。この測定方法の一実施形態を図４に示す。この図において、ダイオード
・レーザのアクティブ層は符号３５で示され、このレーザを供給する電流源は符号３６で
示される。ダイオード・レーザに掛かる電圧は、コンデンサ３８を経由して電子回路４０
へ供給される。レーザを通る電流によって正規化されるこの電圧は、レーザ空洞の抵抗又
はインピーダンスに比例する。ダイオード・レーザと直列に配置されたインダクタンス３
７は、ダイオード・レーザを通る信号に対する高インピーダンスを構成する。
【００７１】
　移動量（すなわち、物体が移動した距離であって、測定された速度を時間積分すること
によって測定することができる）以外に、移動方向も検出されなければならない。これは
、物体が移動軸に沿って前進したか又は後退したかを判断しなければならないことを意味
する。移動方向を割り出す第一の方法は、セルフミキシング効果により生じた信号の形状
を用いる。図３のグラフ３２に示すように、この信号は非対称信号である。グラフ３２は
、物体１５がレーザに向かって移動している状況を表している。上り勾配３２’は、下り
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勾配３２’’より急勾配である。上述の文献「Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ、Ｖｏｌ．
３１、Ｎｏ．８、１９９２年６月２０日、３，４０１～３，４０８頁」に記載されている
ように、この非対称性は、レーザから離れていく物体の移動に対しては逆になる。すなわ
ち、下り勾配が上り勾配よりも急勾配となる。セルフミキシングした信号の非対称性の種
類を判断することによって、物体の移動方向を確認することができる。
【００７２】
　例えば物体の反射係数が比較的小さい場合又は物体とダイオード・レーザとの間の距離
が比較的大きい場合などの特定の状況下では、セルフミキシングした信号の形状又は非対
称性を判断することが困難となる場合もある。したがって、第二の移動方向を判断する方
法が好ましいかもしれない。この第二の方法は、レーザ放射線の波長λはダイオード・レ
ーザの温度、引いてはそれを通る電流、に依存するという事実を利用する。例えば、ダイ
オード・レーザの温度が上昇した場合、レーザ空洞の長さは長くなり、増幅される放射線
の波長は大きくなる。図５の曲線４５は、発せられた放射線の波長λの温度（Ｔｄ）依存
性を示す。この図において、水平軸Ｔｄと縦軸λはいずれも任意の単位である。
【００７３】
　図６に示すようにグラフ５０で表された周期的な駆動電流Ｉｄがダイオード・レーザに
供給される場合、ダイオード・レーザの温度Ｔｄは、グラフ５２に示すように、周期的に
上昇及び下降する。これにより、定常光波がレーザ空洞に生じる。この定常光波は、周期
的に変化する周波数を持ち、よって、物体によって反射されて、ある程度の時間遅延を伴
って空洞に再突入する放射線に対して連続的な変化する位相シフトを持つ。ここでは、駆
動電流の半周期ごとに、ダイオード・レーザ利得が空洞における波と空洞に再突入する反
射された放射線との位相相関に応じて高い／低いを交互に繰り返す連続した時間セグメン
トが存在する。これは図６のグラフ５４に示すように、発せられた放射線の時間依存強度
変動（Ｉ）をもたらす。このグラフは、静止して、移動していない物体についての状況を
表している。前半期間１／２ｐ（ａ）におけるパルス数は、後半期間１／２ｐ（ｂ）にお
けるパルス数と等しい。
【００７４】
　物体の移動により、レーザ空洞に再突入する放射線にドップラー・シフトが生じる。す
なわち、この周波数は、移動方向に応じて増加又は減少する。一方向（前進方向）への物
体の移動により再突入する放射線の波長は小さくなり、反対方向への移動によりこの放射
線の波長は大きくなる。レーザ空洞における光波の周期的な周波数変調の効果は以下の通
りである。ドップラー・シフトがレーザ空洞における周波数変調と同じ符号を有する場合
、空洞に再突入するドップラー・シフトした放射線の効果は、上記周波数変調とドップラ
ー・シフトとが反対の符号を有する場合にこの放射線が有する効果と異なる。これら２つ
の周波数シフトが同じ符号を持つ場合、波と再突入放射線との間の位相差はゆっくりと変
化し、得られるレーザ放射線の変調の周波数が低くなる。これら２つの周波数シフトが反
対の符号を持つ場合、波と放射線との間の位相差はより速く変化し、得られるレーザ放射
線の変調の周波数が高くなる。駆動レーザ電流の前半期間１／２ｐ（ａ）の間に、生成さ
れたレーザ放射線の波長は大きくなる。物体が後退する場合、再突入する放射線の波長も
大きくなるため、空洞における波の周波数とこの空洞に再突入する放射線の周波数との差
が小さくなる。このように、再突入する放射線の波長が生成された放射線の波長に合って
いる時間セグメントの数は、発せられたレーザ放射線の電気変調がない場合よりも小さい
。これは、物体が後退する場合、前半期間におけるパルス数が何らの変調も適用されない
場合より小さいことを意味している。レーザ温度及び生成された放射線の波長が低下する
後半期間１／２ｐ（ｂ）において、再突入する放射線の波長が生成された放射線の波長に
合っている時間セグメントの数は増える。このように、後退する物体については、前半期
間におけるパルス数が後半期間におけるパルス数より小さい。これを図７のグラフ５８に
示す。このグラフは、物体が後方へ移動する場合に発せられたレーザ放射線の強度Ｉｂを
示す。このグラフを図６のグラフ５４と比較すると、前半期間におけるパルス数が減少し
、後半期間におけるパルス数が増加していることがわかる。
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【００７５】
　上記説明から明らかなように、物体が前方へ移動する場合、すなわち、物体によって散
乱されてレーザ空洞に再突入する放射線の波長がドップラー効果により減少する場合、前
半期間１／２ｐ（ａ）におけるパルス数が後半期間１／２ｐ（ｂ）におけるパルス数より
大きくなる。これは、物体が前進している場合に発せられた放射線の強度Ｉｆを表す図７
のグラフ５６と比較することによって確認することができる。電子処理回路において、後
半期間１／２ｐ（ｂ）中に計数された光ダイオード信号パルス数が、前半期間１／２ｐ（
ａ）中に計数されたパルス数から減算される。得られた信号が０である場合、物体は静止
している。得られた信号が正の場合、物体は前進しており、この信号が負の場合、物体は
後退している。これら得られたパルス数は、前進速度及び後退速度にそれぞれ比例してい
る。
【００７６】
　特定の状況下では、ドップラー効果によって生成されたパルス数が電気変調によって生
成されたパルス数より多いこともあり得る。これは、例えば、レーザと物体の間の光路長
が比較的小さく、電気変調の周波数及び振幅が比較的小さいにもかかわらず、検出する移
動が比較的速い場合など、に起こり得る。このような状況において、移動方向は、依然と
して、前半期間におけるパルス数を後半期間におけるパルス数と比較することによって検
出することができる。しかし、その際、速度はこれらの２つの数の差に比例しない。この
ような状況において速度を求めるには、上述の２つの数を平均して、そこから定数を減算
するべきである。このようにして得られた数は、速度の指標である。当業者は、この計算
を実行する電子回路を容易に設計することができる。
【００７７】
　図５及び６を参照して説明した実施形態において用いられる三角波の駆動電流Ｉｄの代
わりに、正弦波や矩形波などの別の形の駆動電流を用いることもできる。
【００７８】
　上述の物体移動の速度及び方向を測定する方法は、ゲイン変動がダイオード・レーザ空
洞の抵抗の変動を測定することによって求められる場合においても用いることができる。
【００７９】
　この測定方法は、小さいドップラー・シフト、波長で言えば例えば１.５×１０－１６

ｍオーダーのシフト、しか必要としない。このシフトは、６８０ｎｍのレーザ波長に対し
て１００ｋＨｚオーダーのドップラー周波数シフトに相当する。
【００８０】
　垂直方向に２つのダイオード・レーザと２つの関連した光ダイオードとを有する図１の
入力デバイスは、１つの平面において、２つの直交する（Ｘ及びＹ）方向又は測定軸に沿
って物体の移動を測定することを可能にする。このようなデバイスは、ディスプレイ上に
おいて２方向へのカーソルの移動が制御されなければならない装置に適切である。このよ
うな装置において、クリック・アクションも測定されなければならない場合、第三のダイ
オード・レーザ及び関連した光ダイオードが該デバイスに追加されなければならない。こ
れら第三のダイオード・レーザ及び光ダイオードにより、該デバイスは、第三のＺ方向又
は測定軸に沿った移動も測定できるようになる。この第三のダイオード・レーザは、第三
の測定ビームが窓１２及び物体に垂直に入射し、他方向成分を一切持たないように、レン
ズ１０の光軸上に配置することが可能である。その際、Ｚ方向について最適な測定信号を
得ることができる。Ｘ及びＹ測定信号の信頼性及び精度を向上させるためには、３つのダ
イオード・レーザは１つの円上に１２０°の角度間隔で配置されることが好ましい。この
構成を図８に示す。図８では、第三のダイオード・レーザ及び第三の光ダイオードがそれ
ぞれ符号７及び８で示されている。光ダイオード４、６、及び８の出力信号又は抵抗測定
信号はＳ４、Ｓ６、及びＳ８でそれぞれ表され、Ｘ、Ｙ、及びＺ測定軸にそれぞれ沿った
物体速度Ｖｘ、Ｖｙ、及びＶｚは、例えば以下のように計算することができる。
Ｖｘ＝２Ｓ４－Ｓ６－Ｓ８

Ｖｙ＝√３・（Ｓ８－Ｓ６）
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Ｖｚ＝１／√２・（Ｓ４＋Ｓ６＋Ｓ８）
　この計算を実行する電子回路は、加算要素及び減算要素を有し、実施が比較的容易であ
る。
【００８１】
　このようにして得られたＸ及びＹ方向における移動の速度値及び時間積分による移動距
離は、それらが、少なくとも２つの光ダイオードの出力信号を平均して得られた結果であ
るため、より信頼性が高く、正確である。わずかに指を持ち上げるなどの移動エラー又は
望まれない移動は、光ダイオードの出力信号に類似の影響を及ぼす。Ｘ及びＹ測定軸に沿
った移動は互いからの出力信号を引くことによって求められるため、Ｘ及びＹ測定信号上
での望まれない移動の影響は除去される。３つの光ダイオードの出力信号を加算すること
によって得られたＺ測定信号Ｖｚだけが指又は別の物体の上下移動を表す。
【００８２】
　クリック・アクションを判断するためには、このような移動が発生したことを検出すれ
ば十分であり、物体の変位の正確な測定は必要ではないため、Ｚ測定値は幾分粗くなり得
る。
【００８３】
　ダイオード・レーザ、引いては測定ビームのデバイス窓に対する適正な配置及び光ダイ
オードの信号の適正な処理により、ダイオード・レーザを２つしか備えていない入力デバ
イスを用いてもＸ、Ｙ、及びＺ方向における測定が可能となる。この入力デバイスは、メ
ニュ・チャートをスクロール及びクリックする機能を備えた装置において用いることがで
きる。光学式スクロール・アンド・クリック・デバイスとも言えるこのような入力デバイ
スは、離散的な構成要素から容易に組み立てることができ、新しい開発を速く行うことが
可能となる。
【００８４】
　図９は、光学式スクロール・アンド・クリック入力デバイス６０の第一の実施形態を示
す。これは、各々がダイオード・レーザ及び光ダイオードのアセンブリ６６、６８を有し
得る２つの光学式センサ・ユニット６２、６４を有する。このようなアセンブリの代わり
に、別体のダイオード・レーザ及び光ダイオードを用いることもできる。ユニット６２、
６４によって発せられた放射線路中に、レンズ７０、７２がそれぞれ配置される。これら
レンズは、例えば窓と同じ平面の作用面８８に関連したユニット６２、６４の放射線ビー
ム７４、７６）の焦点を合わせる。この窓７８は、本デバイスが用いられている装置（例
えば、図１０に側面図で示したような携帯電話など）のハウジング８２の一部を構成する
。これらセンサ・ユニットは、測定ビーム７４、７６の主光線が窓７８の法線に対して反
対の角度（例えば、＋４５°及び－４５°）となるように配置される。
【００８５】
　物体（例えば人の指）８０は、スクロール・アクション及び／又はクリック・アクショ
ンのために作用面上を移動する。上述のように、両アクションとも指によってレーザ／ダ
イオード・アセンブリ・ユニット６６、６８へ向けて反射された放射線にドップラー・シ
フトを生じさせる。これらのユニットの検出器の出力信号は、信号処理／レーザ駆動電子
回路８４へ供給される。この回路は、例えば制御指８０の移動を評価し、これら移動に関
する情報をその出力８６において供給する。センサ・ユニット６２、６４、窓８８、並び
に、電子回路８４及びソフトウェアは、１つのモジュールに統合することも可能である。
このモジュールは、それ自体、携帯電話内に置かれてもよく、或いは、スクロール・アン
ド・クリック機能を備えた別の装置内に置かれてもよい。離散した要素を用いてこの入力
デバイスを実施することも可能である。特に、信号処理の一部は、携帯電話又は他の装置
（例えば、リモコン、コードレス電話、ポータブル・コンピュータなど）の一部を構成す
るマイクロコントローラ又は他の制御手段によって実行することができる。
【００８６】
　上述のように、センサ・ユニットに対する指などの移動は、レーザ電流を調節し、検出
器によって受信されたパルスを計数することによって検出することができる。測定ビーム
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７４、７６の主光線に沿った物体の速度を表すこれらの検出器の出力信号Ｓｉｇｎ１及び
Ｓｉｇｎ２から、窓に平行な速度Ｖｓｃｒｏｌｌ及び窓に垂直な速度Ｖｃｌｉｃｋを以下
のように計算することができる。
Ｖｓｃｒｏｌｌ＝１／２√２（Ｓｉｇｎ１－Ｓｉｇｎ２）
Ｖｃｌｉｃｋ＝１／２√２（Ｓｉｇｎ１＋Ｓｉｇｎ２）
　図１１は、スクロール・アンド・クリック入力デバイス９０の第二の実施形態を示す。
この実施形態は、２つのレンズ７０、７２及び窓８８が１つの構成要素９２によって置き
換えられている点で、図９及び１０のものと異なる。この要素は、両方のビーム７４、７
６の焦点を窓を構成するその上面９４に合わせる。
【００８７】
　ここまで記載してきたように、スクロール・アクション及びクリック・アクションは、
すべての入手可能な方向に関する情報（すなわち、入力デバイスに存在するすべての検出
器の信号）をベクトル変換することによって求められる。状況によっては、スクロール・
アクションとクリック・アクションの区別、及び、スクロール・アクション及びクリック
・アクションにおける前進と後退の区別、が難しい場合もある。特に、デバイスが更に小
型化されて、センサ信号の信号対雑音比が低下したときに、後者のケースとなり得る。本
発明は、これらの問題を解決する方法を提供し、さらに、デバイス内のダイオード・レー
ザの数を減らすことを可能にする。後者は、大幅なコスト及びスペースの低減を実現する
ことができることを意味している。この新しい方法は、スクロール・アクション及びクリ
ック・アクションの間に生成された信号の時間依存特性と、より信頼性の高い信号解釈を
得るための先行アクションの履歴データとを用いる。履歴データを用いることによって、
漠然とした信号を今のところ良好に解釈することができるように、確率チェックを実行す
ることができる。
【００８８】
　この新しい方法の出発点は以下の事実である。
－　ユーザは、決してスクロールとクリックを同時には行わない。
－　スクロール・アクションの時間依存特性は、クリック・アクションの特性と大きく異
なる。
これらの事実は、センサ信号を解釈するソフトウェアに組み込むことができる。このソフ
トウェアは、入力デバイス及び／又は入力デバイスが埋め込まれた装置の一部を構成する
。第一の事実は、故意のスクロール・アクションと故意のクリック・アクションの間のク
ロストークは不可能であることを意味する。第二の事実を図１２及び１３に示す。
【００８９】
　図１２は、セルフミキシング効果を用いるスクロール・アンド・クリック・デバイスに
よって供給されたクリック信号Ｓｃｌｉｃｋ示す。水平軸は時間（ｔ）軸であり、縦軸に
沿って、クリック・アクション中のレーザパルス総数Ｎｐがプロットされている。通常、
クリック・アクションの際に、ユーザは、クリックする前に、スクロール速さを低減し、
最終的には所望の位置に到着した時にスクロールを停止する。そして、素早いクリック・
アクションが実行され、その後には移動のない期間が続く。素早いクリック・アクション
の各々は、多数のダイオード・レーザ・パルスを生じさせ、図１２から分かるように信号
ＳｃｌｉｃｋにピークＣｐを生じさせる。図１２は、このようなピークを複数個示してい
る。これは、交互に実行された対応した数のクリック・アクションにより生じたものであ
る。図１２に示した信号パターンは、常に起こるであろう一般的なクリック・パターンで
あり、ユーザによって異ならず、ユーザによって為されたアップ・クリック又はダウン・
クリックによって異ならない。
【００９０】
　図１３は、複数のスクロール・アクションが次々に実行されたときに同じ入力デバイス
によって供給されるスクロール信号Ｓｓｃｒｏｌｌを示す。１回のスクロール・アクショ
ンの間、指はずっと移動する。速度は通常一定でないため、スクロール・アクション期間
中の時間間隔ごとに、ダイオード・レーザ・パルスの数は異なる。これにより、各スクロ
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ール・アクションについて波状（Ｓｕ）スクロール信号が生じる。また、この信号は、複
数のピークＳｐを有するが、ここで、スクロール・アクションの始まり及び終わり並びに
これらピークは、通常、図１２のクリック信号のピークより低い。
【００９１】
　図１２のグラフＳｃｌｉｃｋと図１３のＳｓｃｒｏｌｌとの比較から、クリック・アク
ションがクリック・アクションによって生成されたセンサ信号とは大幅に異なるセンサ信
号を生成することが分かる。これらの信号の異なる時間特性を検出することができるため
、追加的アルゴリズムを用いてクリック・アクションとスクロール・アクションを区別す
ることができる。このアルゴリズムは、入力デバイスのソフトウェアに埋め込まれる。こ
のソフトウェアは、デバイスの信号プロセッサ内に記憶されるか、或いは、装置のマイク
ロプロセッサ内に記憶される。
【００９２】
　スクロール・アクションについては、２つのパラメータが興味深い。１つは、正の値し
か採らない速さであり、１つは正の値（アップ・スクロール）も負の値（ダウン・スクロ
ール）も採り得るスクロール方向である。例えば１０ミリ秒ごとなどの規則的な時間間隔
で、スクロール・アクション又はクリック・アクション中に、信号プロセッサは、検出器
信号を取り込み、これら信号を適正に合成することによって、速さ及び方向についての数
値を計算する。信号プロセッサは、関連したダイオード・レーザのウォームアップ運転段
階中に検出器によって生成された信号とダイオード・レーザのクールダウン段階中に生成
された信号の双方を取り込む。これらの段階を図６に示す（グラフ５２）。図６及び７の
手において記載したように、そこでは半周期と呼ばれるこれらの段階中のレーザパルスの
数は、物体（指）の速さと物体移動の方向とに依存する。また、これは、これら段階の間
、出力パルスについて検出器サプライも保持する。この出力パルスは、検出器ごとに別個
のカウンタによって計数される。したがって、このようなカウンタは、スクロール・アク
ションが発生したときに上記複数の段階の間に様々な値を供給し、よってこれら値の差は
スクロール方向を表している。
【００９３】
　図１４は、２つの検出器１０２、１０４と信号プロセッサ８４の一部の構成要素との詳
細を概略的に示す。符号１１０及び１１２は、検出器１１０及び１１２からのパルスを計
数するカウンタをそれぞれ示す。数値であるカウンタ出力値Ａ、Ｂは、計算機１００に供
給される。検出器とカウンタの間に検出器信号を増幅する増幅器１０６、１０８を配置す
ることもできる。例えば１０ミリ秒ごとなどのサンプリング瞬間の各々において、上記２
つの半周期中に得られた値Ａ及びＢを加算すると物体移動の瞬間的な速度が得られ、互い
に引き算すると物体移動の方向が得られる。
【００９４】
　一般的に、満足のいく結果はこのようにして得られる。しかし、入力デバイスを更に小
型化したい場合、検出器信号へのノイズの影響が増加し、２つの半周期中の信号間の差を
検出するのがより難しくなる。これは、計算機の出力１１４の信頼性が減少することを意
味する。しかし、スクロール・アクションの速度及び方向に関する信頼性の高い情報及び
クリック・アクションに関する信頼性の高い情報は、以下の事実を利用するとき、比較的
信頼性の低い測定信号からであっても得ることができる。
－　ユーザは特定の時間期間中に複数回スクロール方向を変更しない。
－　スクロール方向が変更されるとき、速さは低い。数学的に言えば、無限短時間間隔に
ついて速さは０である。実際に分析される時間間隔前後の他の時間間隔におけるユーザ入
力に関する情報を用いて、上記実際の時間間隔中に得られたセンサ信号を解釈して該実際
の時間間隔におけるスクロール移動方向に関する信頼性の高い情報を得ることができる。
【００９５】
　この新しい方法は、スクロール・アクションとクリック・アクションを区別するのにベ
クトル分解法を用いないため、この方法により光学式センサ・ユニットを１つしか用いな
くてもこれらアクションの測定ができるようになる。
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【００９６】
　図１５は、光学式センサ・ユニット１２２を１つだけ有する光学式スクロール・アンド
・クリック・デバイス１２０の一実施形態を概略的に示し、図１６はこのようなデバイス
が実施され得る携帯電話の側面図を示す。センサ・ユニットは、ダイオード・レーザ・光
ダイオード・アセンブリ１２４と、指１３２を載せて動かすデバイス窓１３０の面又はこ
の窓の周囲の面に測定ビーム１２８の焦点を合わせるためのレンズ１２６と、を有する。
このデバイスは、更に、レーザ駆動／信号検出回路１３６を有する。この回路１３６は、
ここで説明したアルゴリズムを埋め込み得るソフトウェアを有し得る。また、このソフト
ウェアは、入力デバイスがその一部を構成する装置のマイクロプロセッサ内に配置するこ
ともできる。符号１３８は、例えば携帯電話メニュと関連する外部機能を制御するための
デバイス出力及び／又はインタフェースを示す。
【００９７】
　測定ビームの主光線は窓１３０及び指表面に鋭角に入射するため、単一のセンサ・ユニ
ット１２２で、窓に垂直な移動（クリック・アクション）だけでなく、窓に平行な移動（
スクロール・アクション）も測定することができる。このデバイスにおいて、クリック・
アクションは、指の移動の窓に垂直な方向の成分を求めることによってではなく、検出器
信号の時間特性を分析することによって、検出される。
【００９８】
　また、原理として３つのセンサ・ユニット（１方向について１つ）が用いられ、３つの
方向（Ｘスクロール、Ｙスクロール、及びクリック）において物体の移動を測定する入力
デバイスにおいて、この方法を用いるとき、センサ・ユニットを１つ省くことができる。
センサ・ユニットの節約では、特に、ダイオード・レーザが現実的には非常に重要となり
得る。なぜなら、ダイオード・レーザは入力デバイスの中で最も高価な部品であるからで
ある。さらに、センサ・ユニットを節約することは、このデバイスをよりコンパクトにで
きること、及び、心に描かれた装置により容易に組み込むことができること、を意味する
。この新しい方法は、センサ・ユニットを元々の数備えた入力デバイスを用いても使用す
ることができる。センサ・ユニットの１つは、２つの方向に沿った移動を測定するのに用
いることができ、元々はこれら方向の一方に沿って測定していた残りのセンサ・ユニット
は、今回、追加的情報を生成するのに利用可能である。
【００９９】
　次に、本方法を実行するのに用いられるアルゴリズムのいくつかの実施形態を説明する
。図１７～２０は、１回のスクロール・アクション（Ｘ又はＹ）及びクリック・アクショ
ンを判断するのに用いることができるアルゴリズムのブロック図を示す。これらアルゴリ
ズムの各々は、過去の、すなわち実際の測定・分析時間間隔の前の、ユーザ入力又はアク
ションに関するデータを記憶し、これらデータをこの間隔で用いる能力を有する。以下、
ユーザ・アクションをイベントと呼ぶ。アルゴリズムは、実際のイベントに先行する最後
のｎ回のイベントの間に入力デバイスの状態がチェックされたときに得られた完全なデー
タを記憶することができる。また、このアルゴリズムは、最後のイベント（クリック又は
スクロール移動）が検出されてからの期限切れ時間などの処理された情報に関するデータ
のみを記憶してもよい。アルゴリズムは、それに加えて、瞬間的に分析された時間間隔に
続くイベントに関するデータを用いてもよい。これは、幾分かの時間遅延後に入力信号を
処理することによって実現することができる。
【０１００】
　後者のアルゴリズムの一例のブロック図又はフローチャートを図１７に示す。このアル
ゴリズムは、クリック・アクションの発生についてチェックされる時間間隔の前の１０サ
イクルと後の１０サイクルに関するデータを用いる。したがって、測定は、２０の時間間
隔から成るフィールドで行われる。図１７においては、これらの時間間隔を「［Ｉ］」で
示す。このアルゴリズムは、１つの光学式センサ・ユニットと１つのカウンタとを有し、
カウンタ出力Ａのみを供給する入力デバイスについて用いることができる。また、このア
ルゴリズムは、２つのセンサ・ユニットと２つのカウンタとを有し、２つのカウンタ出力
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Ａ及びＢを供給する入力デバイスに対しても用いることができる。これらの可能性につい
て、図１７の右上及び左上の部分にブロック２１０及び２０４としてそれぞれ示す。前半
期間（ダイオード・レーザのウォーミングアップ）中のカウンタ値及び後半期間（ダイオ
ード・レーザのクーリングダウン）中のカウンタ値の双方が用いられる。前半期間及び後
半期間は、添字「ｕｐ」及び「ｄｏｗｎ」でそれぞれ示される。したがって、ブロック２
１２及び２０６にそれぞれ示すように、センサが１つのデバイスに対してはカウンタ値Ａ

ｕｐ及びＡｄｏｗｎが用いられ（ブロック２１２）、センサが２つのデバイスに対しては
、カウンタ値Ａｕｐ、Ａｄｏｗｎ、Ｂｕｐ、及びＢｄｏｗｎが用いられる。
【０１０１】
　ブロック２０８及び２１６において、移動速度及びスクロール移動方向が求められる。
速度はすべてのカウンタ値の合計であるため、「ｓｕｍ」で示す。速度の方向は、同じカ
ウンタの「ｕｐ」値と「ｄｏｗｎ」値の差である。センサが２つのデバイスでは、速度の
方向は、２つのカウンタそれぞれにおける２つの差の間の差である。移動速度及び方向は
、図１７に示す瞬間的測定において考慮される最後の間隔であるＩ＝２０について計算さ
れる。
【０１０２】
　ブロック２１８及びそれに続くブロックは、センサが１つのデバイスとセンサが２つの
デバイスに共通である。この先行する時間間隔０～１９のブロック・データは、シフトレ
ジスタを移動させることによって呼び起こされる。ブロック２２０において、パラメータ
ｃｌｉｃｋ＿ｖについてｉ＝１０のときの値が計算される。このパラメータは、時間間隔
１０においてクリック・アクションが実行された確率を表す。この計算には、間隔１０の
データだけでなく、間隔９及び１１のデータも用いられる。計算されたｃｌｉｃｋ＿ｖの
値は、ブロック２２２において、記憶されたクリック閾値と比較され、計算値が閾値より
大きいとき、時間間隔１０においてクリック・アクションが実行されたと判明する（ブロ
ック２２４）。計算値が閾値より小さいとき（ブロック２２６）、図１７のブロック２２
６に示すように、別のアルゴリズムによって分析を続行し、スクロール方向を求めること
ができる。
【０１０３】
　後者のアルゴリズムを図１８に示す。このアルゴリズムを用いると、スクロール方向検
出の信頼性が大幅に増大する。これは、実際に速度が分析される時間間隔の前のいずれの
時間間隔と後の時間間隔のいずれとのｓｕｍ［ｉ］が最小となるかを判断することによっ
て実現される。これらの時間間隔の間の時間に移動方向は変化しないことを前提とする。
なぜなら、理論上、速さで０でないと方向を変えることはできないからである。
【０１０４】
　図１８のステップ２２８において、時間間隔Ｉ＝０～Ｉ＝９の中から最小のｓｕｍ［ｉ
］が測定された時間間隔ｍが求められる。ステップ２３０において、同じ処理が時間間隔
ｉ＝１０～Ｉ＝２０に対して行われる。求められた時間間隔はｎである。次いで、パラメ
ータａｖ＿ｄｉｒの値が求められる（ステップ２３２）。このパラメータは、ｍとｎの間
のｉについて測定された方向の値ｄｉｒ［ｉ］の平均を表す。計算されたａｖ＿ｄｉｒの
値は、ステップ２３４において、記憶されたスクロール閾値と比較され、計算値が記憶さ
れた値より大きいとき、時間間隔ｉ＝１０においてスクロール・アクションが実行された
が判明する（ステップ２３８）。スクロール移動方向は、ちょうど測定されたａｖ＿ｄｉ
ｒであり、スクロール移動速さはｓｕｍ［１０］である。ａｖ＿ｄｉｒの計算値がスクロ
ール閾値より小さい場合、ステップ２３６において、スクロール・アクションは実行され
なかったことが確認される。これを「方向＝０」及び「速度＝０」で示す。
【０１０５】
　図１７及び１８のアルゴリズムは、実際に分析される時間間隔ではない時間間隔におい
て測定されたデータを記憶する。測定する時間間隔中に得られたデータの分析を遅延させ
ることによって、この分析にこの測定する時間間隔前後の間隔からのデータを用いること
ができ、これにより入力デバイスの信頼性がより高い、これまで存在していないレベルに
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向上する。このアルゴリズムは情報：
－　測定された時間間隔中にクリック・アクションが実行された、又は
－　この時間間隔中のスクロール移動方向
を提供する。
【０１０６】
　図１７及び１８のアルゴリズムと図１９及び２０のアルゴリズムとは、新しい値群が入
力デバイスのセンサによって生成されるたびに実行される。
【０１０７】
　図１９に示すアルゴリズム２５０は、図１７及び１８のそれと同じ原理に基づく。但し
、アルゴリズム２５０は、最初にスクロール移動を検出し、次にクリック移動を検出する
。このアルゴリズムは、追加的定数「ｆｕｔｕｒｅ（未来）」及び「ｐａｓｔ（過去）」
を用いる。これは、所定数の未来及び過去の時間間隔をそれぞれ表しており、その測定デ
ータは、実際の時間間隔中に得られた測定されたデータの分析において用いられる。実際
の時間間隔（すなわち、スクロール・アクション及びクリック・アクションについてチェ
ックされる時間間隔）を図１９では「ｎｏｗ（現在）」と呼ぶ。
【０１０８】
　測定されたデータは、円形レジスタに記憶されるものとする。最初のステップ２５２に
は、すべての過去の時間間隔のデータが用いられることが示されている。ステップ２５４
において、実際の測定及び未来の測定における速さ（ｓｕｍ［ｎｏｗ＋ｆｕｔｕｒｅ］）
とこれら時間間隔における方向（ｄｉｒ）とが測定される。次いで、ステップ２５６にお
いて、過去の時間間隔のうち、その過去の時間間隔（ｎ）中に測定された速さと実際の時
間間隔中に測定された速さとの差ｓｕｍ［ｎｏｗ－ｎ］が最小となる時間間隔（ｎ）が求
められる。また、このステップにおいて、未来の時間間隔のうち、その未来の時間間隔（
ｍ）中に測定された速さと「現在の」間隔（ｎｏｗ）中の測定された速さとの合計が最小
となる未来の時間間隔（ｍ）も求められる。ステップ２５８において、時間間隔［ｎｏｗ
－ｎ］と時間間隔［ｎｏｗ＋ｍ］との間の測定値から値平均方向ａｖ＿ｄｉｒが計算され
る。また、現在（［ｎｏｗ］）の時間間隔においてクリック・アクションが実行された確
率ｃｌｉｃｋ＿ｖが計算される。次いで、この計算された計算値ａｖ＿ｄｉｒが記憶され
たスクロール閾値より大きいか否かが判断される（ステップ２６０）。計算値ａｖ＿ｄｉ
ｒが記憶されたスクロール閾値より大きい場合、スクロール・アクションが現在（［ｎｏ
ｗ］）の時間間隔中に実行されたことが（ステップ２６２において）確認される。スクロ
ール移動速さは、時間間隔１０（すなわち、現在（［ｎｏｗ］）の間隔）中に測定された
速さである。値ａｖ＿ｄｉｒがスクロール閾値より大きくなく、且つ、スクロール・アク
ションが実行されなかったことがステップ２６４において確認された場合、クリック・ア
クション確率値ｃｌｉｃｋ＿ｖが記憶されたクリック閾値より大きいか否かがステップ２
６６において判断される。クリック・アクション確率値ｃｌｉｃｋ＿ｖが記憶されたクリ
ック閾値より大きい場合、ステップ２６８において、クリック・アクションが時間間隔［
ｎｏｗ］において実行されたことが確認される。クリック・アクション確率値ｃｌｉｃｋ
＿ｖが記憶されたクリック閾値より大きくない場合、スクロール・アクションもクリック
・アクションも時間間隔［ｎｏｗ＝１０］において実行されなかったことが確認される。
【０１０９】
　図２０のアルゴリズム３００は、クリック確率値ｃｌｉｃｋ＿ｖがよりシンプルな方法
で計算される（ステップ３０８）という点、及び、最近においてスクロール・アクション
が測定されたか否かがチェックされるという点において、図１９のアルゴリズムと異なる
。アルゴリズム３００のステップ３０２、３０２、３０６、３１０、３１２、３１４、３
１８、３２０、及び３２２は、図１９に示したアルゴリズム２５０のステップ２５２、２
５４、２５６、２６０、２６２、２６４、２６６、２５８、及び２７０と同じである。ア
ルゴリズム３００は、ステップ３１４と３１８の間で、追加ステップ３１６を用いる。こ
のステップ３１６では、スクロール・アクションがここ最近の１０ミリ秒の間に検出され
たか否かがチェックされる。スクロール・アクションがここ最近の１０ミリ秒の間に検出
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されなかった場合のみ、クリック・アクションが実行されたか否かが判断される。
【０１１０】
　図１７～２０のアルゴリズムは、この新しい方法を実行するのに用いることが可能なア
ルゴリズムの単なる例であり、これは、スクロール・アクション及びクリック・アクショ
ンの様々な時間依存挙動と、実際に測定される時間間隔とは異なる時間間隔において行わ
れた測定に関する履歴データとを用いる。この方法は、移動方向を求めるために図５～７
の手において説明したベクトル変換法の代わりに用いることができるだけでなく、より良
い結果を得るためにベクトル変換法と組み合わせることも可能である。
【０１１１】
　本方法を実施することができる環境に関して、光学式入力デバイスを用いるとき、光学
式入力デバイスに対して相対的に移動する物体の構造又は反射率に対して何らの要件も設
定される必要はない。また、一枚の紙と本デバイスとの相対的移動は容易に測定できるこ
とが実証されている。
【０１１２】
　光学の観点から、セルフミキシング法を用いる光学式入力の寸法は非常に小さくするこ
とができる。このデバイスのサイズは、主として、該デバイスに組み入れられる必要があ
るエレクトロニクスの量と、容易な製造の態様とによって決定される。現実的な実施形態
において、窓のサイズは３～５ｍｍ平方である。このデバイスにおいて用いられる測定原
理のおかげで、本デバイスの構成要素は正確に位置合わせされる必要がない。これは大量
生産にとっては大きな利点である。
【０１１３】
　図１の実施形態において、レンズ１０は、ガラス或いはポリカーボネート（ＰＣ）又は
ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）のような透明なプラスチック材料から作ることがで
きる。このようなレンズは、例えばエポキシなどの透明な接着層１１を用いて、ダイオー
ド・レーザ、光ダイオード、及び処理回路を載せた基板に固定することができる。この実
施形態については、ダイオード・レーザが垂直方向に放射するため、これらレーザはＶＣ
ＳＥＬタイプでもよい、ものとする。このようなレーザは、ワイヤボンディング法を用い
て、容易にベースプレート上に置くことができる。
【０１１４】
　水平方向に空胴を有するより旧式の側方放射ダイオード・レーザが用いられることが好
ましい。なぜなら、それらは大幅に安いからである。このようなレーザは、それが垂直方
向に放射するように設置することができる。例えば、レーザを小さなテーブルの上に設置
することができる。しかし、側方放射ダイオード・レーザが水平方向に放射するようにそ
れらを設置することも可能である。
【０１１５】
　図２１ａは、このようなレーザを備えた光学式入力デバイスの一実施形態の垂直横断面
であり、図２１ｂはこの実施形態の下部の上面図である。これら図面において、符号１は
、電気接触ピン３５２が突き出ているベースプレート又はハウジング・プレートを示す。
このベースプレートは、ダイオード・レーザに対する冷却要素として機能し得るような熱
伝導を有する。図１及び８に概略的に示された電子回路は、シリコン又は別の材料から成
り、回路基板を構成する層３５０上に設置することができる。また、図１の実施形態もこ
のような層を有し得る。要素３、５、及び７は、側方放射ダイオード・レーザである。こ
れらレーザの各々には、反射部材３５４が備えられる。この反射部材３５４は、ダイオー
ド・レーザから水平に放射されたビーム３５８、３６０をレンズ１０を通じて本デバイス
の上面の窓１２へ向けて垂直方向に反射させる。これら反射要素は、それらもいくらかの
光出力を有し、入射拡散ビーム３５８、３６０をより発散の少ないビーム又は平行ビーム
又はわずかに集光するビームへと変換するように、球形であることが好ましい。その際の
レンズ１０の光出力は、図１の実施形態におけるレンズ１０のそれより小さくすることが
できる。また、図２１ａ及び２１ｂの実施形態において、レンズ１０はガラスレンズでも
よいが、プラスチックレンズであると好ましい。プラスチックレンズは、ガラスレンズよ
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り安価且つ軽量であり、本用途には非常に適している。なぜなら、厳格な光学要件がこの
レンズに設定されないからである。プラスチック製であることが好ましく、透明な窓１２
を備えたキャップ３５６は、ハウジング・プレート１と共に本デバイスのハウジングを構
成する。３つの（ダイオード・レーザが２つしか用いられない場合には２つの）反射部材
は、反射コーティングで被覆された１つのプラスチックリングにより構成され得る。この
リングは、ベースプレート１の一部を形成し得る。その際、本入力デバイスは、主として
、プラスチック材から成り、容易に組み立てることができるたった３つの構造部品から構
成される。これら部分は、反射リングと接触ピン３５２とダイオード・レーザ及び関連す
る光ダイオードとを備えたベースプレート１；レンズ１０；及び、窓１２を備えたキャッ
プ３５６；である。
【０１１６】
　図２２は、更なる部分の統合が実行された本入力デバイスの好ましい実施形態を示す。
この実施形態において、図２１ａの実施形態のキャップ３５６及びレンズ１０は、下部が
ベースプレートに向けて湾曲した単一のプラスチック要素３６２によって置き換えられる
。この湾曲面は、図２１ａのレンズ１０と同じ照射ビームに対する屈折効果を有する。図
２２の実施形態の下部の上面図は、この部分が図２１ａ及び２１ｂのそれと同じであるた
め、図示されない。図２２に示した実施形態は、たった２つの構造部品から構成され、図
２１ａ及び２１ｂに示した実施形態より更に組み立てやすい。
【０１１７】
　図８、２１ａ、２１ｂ、２２、２３ａ、及び２３ｂに示した実施形態において、照射ビ
ームは窓の面に焦点が合わせられていない。さらに、これらビームはベースプレートレベ
ルにおいて異なる位置を起点としているため、照射ビームは作用面（例えば、窓面）の様
々な位置に照射スポットを形成する。照射ビーム及びそれらの散乱放射線は、空間的に十
分に離間しているため、異なる測定軸間でのクロストークはこの入力デバイスでは問題と
ならない。必要であれば、波長が少しずつ異なるダイオード・レーザを用いることによっ
て、残留クロストークを低減することができる。この目的のためには、数ｎｍの波長差で
十分である。
【０１１８】
　１度に１つのレーザしか作動させないダイオード・レーザ用制御ドライブを用いてクロ
ストークを除去することも考えられる。異なるダイオード・レーザを交互に作動させる多
重化駆動回路は、このような制御ドライブを構成し得る。このような多重化回路により、
ダイオード・レーザの各々から届く範囲内に配置され、タイム・シェアリング・モードで
用いられる１つの検出器又は光ダイオードを用いて２つ又は３つのダイオード・レーザを
監視することが可能となる。このような駆動回路を備えた本実施形態の追加的利点は、回
路に必要なスペース及び本デバイスによる電力消費が低減することである。
【０１１９】
　図２３ａ及び２３ｂは、照射ビームが光ファイバによって窓へ誘導される入力デバイス
の一実施形態を示す。図３２は垂直横断面であり、図２３ｂはこの実施形態の上面図であ
る。ファイバ３７０、３７２、及び３７４の入力端は、良く知られた方法でダイオード・
レーザ３、５、及び７に光学的にそれぞれ連結される。ファイバのすべての出力端は、本
デバイスの窓に置かれる。これらファイバは、例えばエポキシや別の透明／不透明材料で
ある固体材料のキャップ３７６に埋め込まれてもよい。これらのファイバの各々は、この
ファイバによって誘導された放射線：関連したダイオード・レーザからの測定放射線及び
このレーザに戻ってくる散乱放射線の双方に対する絶縁体を構成する。結果として、異な
る測定軸間でのクロストークの可能性は０に非常に近い。ファイバの他の利点は、それら
がフレキシブルであり、デザインの可能性を増やすこと、及び、任意の距離にわたって放
射線をトランスポートすることができるため、ダイオード・レーザ及び光ダイオードを入
力デバイスの窓からかなり離れたところに配置することができる。図２３ａ及び２３ｂの
実施形態において、ダイオード・レーザ及び関連する光ダイオードは、共に接近して配置
されている。これらの要素は、図２３ａに示すように、別体のコンパートメント３７８に
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配置することができる。このコンパートメントは、キャップと同じ材料から成ってもよく
、或いは、別の材料から成ってもよい。
【０１２０】
　ファイバの代わりに、他の軽量なガイド、例えば透明な又は透明でない材料から成るボ
ディのチャネルなど、が用いられてもよい。
【０１２１】
　上述の入力デバイスは低コストで製造することができるため、大衆消費者装置内に組み
込むのに非常に適している。その非常に小さいサイズ及び軽い重量のおかげで、このデバ
イスは、既存の装置に容易に一体化させることができ、よって、コスト及び重量を大幅に
増やすことなく、これらの装置の能力を増やすことができる。入力デバイスの構成要素が
１つのモジュール（図２１～２３）に統合されている代わりに、別々の要素である場合、
これら構成要素はいくらかのスペースが残っている装置の所定の位置に配置することがで
きるため、装置の当初のデザインを変更する必要はない。
【０１２２】
　この新しい方法は、他の種類の光学式入力デバイス（例えば、ＥＰ－Ａ０９２４２８５
から複製され、例えば指表面である表面４０２の移動を測定することを意図した、図２４
に示す入力デバイスなど）と共に用いることもできる。本デバイスは、表面４０２に入射
する測定ビーム４０６を供給するダイオード・レーザ４０４を有する。部分透過回折格子
４０８が表面４０２近くに配置される。この格子から反射された放射線及び表面４０２か
ら反射された放射線はいずれも、空間フィルタを通った後、放射線感受検出器４２０に入
射する。このフィルタは、レンズ４１２と、ピンホール・ダイヤフラム４１６とから構成
される。検出器と干渉する放射線は、ビート信号、すなわち、表面４０２の移動に依存し
た振動信号、を生成する。格子４０８によって反射されて、検出器４２０によって捕らえ
られた放射線ビームは、局部発振器ビームとして用いられる。このビームは、格子によっ
て０次に反射された放射線を有することが好ましい。また、格子は、±１次ビーム４１４
、４１８も生成する。これらビームもまた用いられてもよい。図２４の符号４１０は、表
面４０２によって散乱させられた放射線を示す。本入力デバイスについての詳細及びその
実施形態については、ＥＰ－Ａ０９４２２８５を参照のこと。
【０１２３】
　また、本発明は、容量性入力デバイスとして実施することもできる。これは、良く知ら
れた機械的なスクロール・アンド・クリック・デバイスを置き換えるために発明者らの研
修室で発明・開発された新しいタイプの入力デバイスである。この機械的デバイスは、比
較的高価であり、摩耗にさらされ、埃と水に敏感であり、既存の又は未来の装置に一体化
することが容易にはできない。容量性入力デバイスは、これらの欠点を示すことなく、安
価且つ小型で、電子部品のみから構成されるという利点を示す。さらに、この容量性入力
デバイスは、それが埋め込まれた装置のハウジングを通って作動するため、ハウジング上
に置かれる必要もなく、ハウジングに窓を設ける必要もない。
【０１２４】
　それ自体良く知られた容量性センサは、周囲の誘電率と異なる誘電率を有する材料だけ
でなく、導電性材料の存在も検出することができる。それらは、そのような材料の距離及
びサイズを測定することができる。容量性センサは、上記材料の存在によって影響を受け
るＡＣ電界を生成する。本容量性入力デバイスは、人間の指はそのような材料であるため
、容量性センサは、例えば装置のハウジング表面上などセンサから数センチメートル離れ
た指の存在を検出するのに用いることができる、という洞察を利用する。
【０１２５】
　図２５は、２つのセンサ４３６、４３８を有し、指８０の移動を測定する、容量性入力
デバイス４３４を備えた携帯電話装置４３０の一例を概略的に示す。この携帯電話（任意
の形状でよい）は、ハウジング４３と、ディスプレイ４３４とを有する。本発明とは関連
しない携帯電話の他の構成要素は、図２５には図示しない。図２５の実施形態の入力デバ
イス４３４は、スクロール・アンド・クリック・デバイスであり、２つの容量性センサ４
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３６、４３８及び関連する電子駆動・信号処理回路４４０、４４２を有する。容量性セン
サの原理自体は既知であるため、ここでは説明しない。容量性センサは、一般的に、ＡＣ
電界を生成する電極と、該電極を駆動し、該電界の変化を測定する電子回路とを有する点
だけ述べておく。この容量性入力デバイスは、図２５と図２６及び２７の右手に示すよう
な２つの容量性センサを有してもよく、或いは、図２８の右手に示すような１つの電界生
成電極と２つの受信（すなわち電界検出）電極とを有してもよい。いずれの場合であって
も、２つの信号が容量性的に生成され、各々は指が個々の電極に近づくと増加する。これ
らセンサの電極は、入力デバイスが一部分を構成する装置のプリント基板（ＰＣＢ）上の
導電性トラックによって構成されてもよい。関連する電子回路４４０、４４２は、それ自
体がＰＣＢ上にマウントされてもよく、或いは、携帯電話などの装置の他の電気回路の一
部を構成してもよい。変化する電界を図２５では符号４４４で示す。容量性入力デバイス
は２つの測定信号を生成する２つのセンサを有するため、指の移動を２方向で測定するこ
とができる。
【０１２６】
　図２６、２７、２８は、センサ４３６、４３８からの２つの測定信号Ｓ１、Ｓ２を処理
する別の実施形態を示す。これらの信号は、信号Ｓ１、Ｓ２の一次（プライム）関数Ｓ３
、Ｓ４をそれぞれ求める微分回路４５０、４５２に供給される。微分信号は、ドリフト効
果に対して感受性がなく、個々のセンサ又は電極へ接近するのか又は遠ざかるのかという
移動の正負に関する印を有する。指がセンサに近づいているとき、微分信号は正であり、
指がセンサから離れているとき、微分信号は負である。信号Ｓ３及びＳ４はいずれも、信
号Ｓ４が信号Ｓ３から差し引かれる減算回路４５４と、加算回路４５６に供給される。減
算回路からの信号Ｓ５は、この信号を記憶されたスクロール閾値と比較する比較回路４５
８へ供給される。加算回路４５６からの信号Ｓ６は、この信号を記憶されたクリック閾値
と比較する比較回路４６０へ供給される。信号Ｓ３とＳ４が類似し、いずれも負から正へ
高速に変化している場合、信号Ｓ６は高速に増加する正の値を有し、回路４６０はクリッ
ク信号Ｓｃｌｉｃｋを供給する。信号Ｓ３とＳ４が正反対の符号を有する場合、減算回路
からの信号Ｓ５は大きい絶対値を有し、回路４５８はスクロール信号Ｓｓｃｒｏｌｌを供
給する。指がセンサ４３６へ向けて上方（すなわちセンサ４３８から離れる方向）へ移動
する場合、信号Ｓ３は正で、信号Ｓ４は負で、信号Ｓ５は大きな正の値を有する。その際
、信号Ｓｓｃｒｏｌｌはアップ・スクロール移動を示す。指がセンサ４３８へ向けて下方
（すなわちセンサ４３６から離れる方向）へ移動する場合、信号Ｓ３は負で、信号Ｓ４は
正で、信号Ｓ５は大きな負の値を有する。その際、信号Ｓｓｃｒｏｌｌはダウン・スクロ
ール移動を示す。
【０１２７】
　図２７の実施形態は、減算回路４６２において信号Ｓ２が最初に信号Ｓ１から差し引か
れ、加算回路４６４において信号Ｓ１及びＳ２が最初に加算され、それぞれ信号Ｓ７及び
Ｓ８を得る点において、図２６の実施形態と異なる。次に、後者の信号の一次関数が微分
回路４６６及び４６８において求められる。その結果得られた信号Ｓ９、Ｓ１０は、再度
、比較回路４７０、４７２へ供給される。図２７の信号処理の原理は、図２６のものと同
じである。
【０１２８】
　これは、図２８にも当てはまる。この図は、２つの容量性センサが共通のＡＣ電界生成
電極４８０及び関連する電子部品（ＦＥ）４８２と２つの検出（電界受信）電極４８４、
４８６及びそれらにそれぞれ関連する電子部品（ＦＲ）４８６、及び４９０とによって構
成される容量性センサデバイスの原理を示すために追加されたものである。電界検出器か
らの信号Ｓ１、Ｓ２は、図２６に示したのと同じように処理される。
【０１２９】
　図２６～２８に示した信号解釈論理回路の電子部品は、容量性入力デバイスが内部に配
置された装置のマイクロプロセッサに埋め込むことができる。
【０１３０】
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　このデバイスに第三の容量性センサを追加して、指又は他の物体の移動を３次元で測定
できるようにすることも可能である。その際、クリック・アクション及び２つのスクロー
ル・アクションは、同じ面の異なる方向として、測定することができる。
【０１３１】
　図２９は、実行に非常に適しており、図２６の回路の更なる推敲である信号解釈回路５
００を示す。２つの容量性センサを符号５０２及び５０４で示す。第三の基準又はグラン
ド電極５０６が用いられる。２つのセンサについての電界は、それぞれ独立した２つの発
振器５１０及び５２０によって生成される。これら発振器の周波数は、個々のセンサ電極
の近辺における指の存在とその指又は他の物体の電極からの距離とによって決定される。
というのは、指が発振器の静電容量を変えるからである。各発振器は、緩衝化インバータ
５１４、５２４と、キャパシタンス５１２、５２２とを有する。各発振器の出力は、シュ
ミット・トリガ（Ｓｃｈｍｉｔｔ－ｔｒｉｇｇｅｒ）５１８、５２８へ供給される。各シ
ュミット・トリガの出力は、タイマ（ＴＲ）５３２によって制御された周波数カウンタ（
ＦＣ）５１８、５２８の入力に接続される。各周波数カウンタの出力は、微分回路（ＤＩ
ＦＦ）と呼ぶことができる回路５２０、５３０の入力へ結合される。また、これら回路も
タイマ５３２によって制御され、メモリと最後に測定された値を現在の（実際の）値から
減算する減算回路とを有する。各微分回路５２０、５３０の出力は、加算回路５３４と減
算回路５３６の双方の入力に結合される。加算回路の出力は、比較回路（ＣＴＨ）５３８
の入力に接続される。比較回路（ＣＴＨ）は、合計信号を記憶されたクリック閾値と比較
し、測定値が閾値より大きい場合にクリック信号Ｓｃｌｉｃｋを発する。減算回路５３６
の出力は、比較回路（ＳＴＨ）５４０の入力に結合される。比較回路（ＳＴＨ）は、測定
値を記憶されたスクロール閾値と比較し、測定値が閾値より大きい場合にスクロール信号
Ｓｓｃｒｏｌｌを発する。
【０１３２】
　ブロック５４２内の電子回路は、ディジタルＩＣ内に容易に統合できるディジタル回路
であることが好ましい。
【０１３３】
　図３０は、実行に非常に適しており、図２８の回路の更なる推敲である信号解釈回路５
５０の一実施形態を示す。２つの容量性センサは、共通の電界生成電極５５２を有し、各
センサは受信電極５５４、５５６を有する。ここで、電界は、１つの発振器５５８のみに
よって生成される。電界内に指が存在すると、電界生成電極と受信電極との間に結合が生
じる。この結合は指と個々の受信電極との間の距離に依存する。各受信電極において生成
された電流（信号）は、例えば位相固定増幅器である関連した増幅器（ＡＭ）５６０、５
６２において増幅される。増幅器の出力は、微分回路５６４、５６６の入力に接続される
。各増幅器の出力は、加算回路５６８と減算回路５７０の双方の入力に接続される。比較
回路（ＣＴＨ）５７２は、加算回路によって供給された値が記憶されたクリック閾値より
大きいか否かをチェックする。加算回路によって供給された値が記憶されたクリック閾値
より大きい場合、回路５７２はクリック信号Ｓｃｌｉｃｋを発する。比較回路（ＣＴＨ）
５７４は、減算回路によって供給された値が記憶されたスクロール閾値より大きいか否か
をチェックする。減算回路によって供給された値が記憶されたスクロール閾値より大きい
場合、回路５７４はスクロール信号Ｓｓｃｒｏｌｌを発する。
【０１３４】
　上記タスクを実行するのに高精度は必要でなく、低コストな構成要素を用いることがで
きる。図３０の回路は、例えば、完全なアナログ回路であってもよい。
【０１３５】
　図２９及び３０の実施形態の容量性センサは、容量性入力デバイスを採用した装置のメ
インボード上に一体化されることが好ましい。電極は装置のプリント基板上の電気的に案
内するトラックによって構成することができるため、容量性入力デバイスはそれ自体を装
置内に組み込まなければならない別体のモジュールではない。この容量性入力デバイスは
、低コストで小さい部品だけを必要とする。この容量性入力デバイスの具体的な利点は、
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どの構成要素も装置のハウジング内又はハウジング上に配置する必要がなく、ハウジング
材料をプラスチックなどの非導電性材料とすることができる点である。
【０１３６】
　上記容量性入力デバイスにおいては、クリック・アクション信号及びスクロール・アク
ション信号及び／又はこれらアクションの履歴データの様々な性質（時間挙動）を用いる
新しいアルゴリズムを、図２６～３０の信号解釈方法に代えて又は加えて用いることもで
きる。
【０１３７】
　一般的に、本発明は、スクロール・アクションが実行されたときに生成される検出器信
号と異なる性質を有する検出器信号をクリック・アクションが実行されたときに生成する
と共に、これらアクションに関する履歴データを記憶して、実際のアクションを評価する
際に用いることができるあらゆる種類の入力デバイスにおいて用いることができる。例え
ば、本発明は、例えば機械式マウスなどのスクロール・アクション及びクリック・アクシ
ョンをメカニカルに実行する入力デバイスにおいても用いることができる。
【０１３８】
　本発明が実施された入力デバイスは、携帯電話装置内だけでなく、様々な種類の他の装
置においても用いることができる。その一部を以降の図面に示す。
【０１３９】
　図３１は、本発明が実施された光学式の又は容量性の入力デバイスを備えたコードレス
電話装置６００を示す。この装置は、電話網又はケーブル・ネットワークと接続された基
地局（親機）６０２と、基地局から所定の半径（例えば１００ｍ未満）のエリア内で用い
ることができる移動可能装置（子機）６０４とから構成される。装置６０４は、キーボー
ド・セクション６０５と、ディスプレイ機器６０７とを有する。携帯電話装置について記
載したのと同様に、装置６０４は、上述のように、ユーザ入力デバイス６０９を備える。
このデバイスは、窓だけが図示された光学式入力デバイスである。光学式入力デバイスの
代わりに、このコードレス電話は、容量性入力デバイスを備えることも可能である。容量
性入力デバイスはコードレス電話の外からは見えないので、コードレス電話のハウジング
のユーザが指を置くべき位置にはマークが付けられるべきである。明るさが乏しい状況に
おいてもユーザが容易にデバイスの位置を発見することができるように、このマークはハ
ウジング表面の凸状に隆起した部分であることが好ましい。これは、容量性入力デバイス
が用いられたすべての装置にも当てはまる。
【０１４０】
　図３２は、受信器とディスプレイ機器６１１とインターネット通信を可能にするセット
トップ・ボックス６１８とを有する従来のテレビ６１０と共に用いられるリモコン装置６
２０を示す。このセットトップ・ボックスは、電話網又はケーブル・ネットワーク経由で
のインターネットへのアクセスを提供し、インターネット情報を表示するためにインター
ネットから受信された信号をテレビが処理できる信号に変換する。テレビ・インターネッ
トのユーザは手元にインターネット・コマンドのために入力デバイスを持つべきであるた
め、この入力デバイス６２４はリモコン装置内に一体化されるべきである。本発明を実施
可能であって、図３２では窓だけが示された光学式入力デバイスである、入力デバイス６
２４は、リモコン装置の従来通りのボタン６２２の間に配置されてもよく、或いは、リモ
コン装置を保持している人間の指のいずれかが届く範囲内の任意の他の位置に配置されて
もよい。また、入力デバイスは、容量性入力デバイスであってもよい。
【０１４１】
　本発明が実施された入力デバイスは、更に、コンピュータ構成において、従来の手動ト
ラックボール・マウス又はマウスパッドを置き換えるのに用いることもできる。図３３は
、ベース部分６３２と、ＬＣＤディスプレイ６３８を備えたカバー部分６３６とを有する
、ノートブックやラップトップとして知られるポータブル・コンピュータ６３０を示す。
ベース部分は、様々なコンピュータ・モジュールとキーボード６３４とを収容する。この
キーボードにおいて、上述のような光学式入力デバイス６４０が従来のマウスパッドを置
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き換えて配置される。また、容量性デバイスであってもよいこの入力デバイスは、従来の
マウスパッドの位置に配置されてもよく、或いは、他の容易にアクセス可能な任意の位置
に配置されてもよい。
【０１４２】
　ハンドヘルド（ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ）・コンピュータ又はパームトップ・コンピュータ
は、ノートブックの小型版である。また、このようなパームトップ・コンピュータは、本
発明が、例えばディスプレイ・スクリーンにタッチするためにペン（通常、表示されたメ
ニュの機能を選択するのに用いられる）を置き換えるために実施された、光学式入力デバ
イスを備えることができる。光学式又は容量性の入力デバイスは、パームトップ・コンピ
ュータのキーボード内だけでなく、カバーの内側にも配置することができる。
【０１４３】
　図３４は、光学式又は容量性の入力デバイスを従来のトラックボール・マウスを置き換
えるのに複数の方法で適用することが可能なデスクトップ・コンピュータ構成６５０を示
す。このコンピュータ構成は、キーボード６５２と、コンピュータ・ボックス６５４と、
モニタ６５６とから構成されている。モニタは、図示するようなサポート６５８に固定さ
れたフラットＬＣＤモニタであってもよく、或いは、ＣＲＴモニタであってもよい。入力
デバイス６６６は、別体のマウス６６０とそのコンピュータ・ボックスへのケーブルとが
もはや不要となるように、キーボード内に一体化されることが好ましい。代わりに、この
トラックボール・マウスをこの光学式入力デバイスを備えた光学式マウスで置き換えるこ
とも可能である。その際、このデバイスは反転される；すなわち、デバイスの窓はマウス
が動かされるアンダーグラウンドに面する。この入力デバイスは、既述の用途のように窓
を横切る人の指の移動ではなく、この移動を測定する。ここでは、光学式入力デバイスの
強い感応性が利用される。このデバイスは、やや滑らかな表面（例えば１枚の白紙の紙）
に対するその移動を検出することができる。
【０１４４】
　上記コンピュータ構成において、入力デバイスは、キーボード部分の代わりにディスプ
レイ部分（例えば、図３３のラップトップ・コンピュータのカバー６３６内や、パームト
ップ・コンピュータのカバー内など）に配置されてもよい。また、この入力デバイスは、
コンピュータ・ディスプレイ以外のディスプレイに組み込むことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１ａ】本発明を実施することができ、セルフミキシング効果を用いる光学式入力デバ
イスの一実施形態を示す横断面図である。
【図１ｂ】上記デバイスの平面図である。
【図２】セルフミキシング効果を用いた測定の原理を示す図である。
【図３】デバイスと物体の相対的な移動に応じたレーザ空洞の光周波数及びゲインの変動
を示す図である。
【図４】上記変動を測定する方法を示す図である。
【図５】レーザ温度に応じたレーザ波長の変動を示す図である。
【図６】レーザ駆動電流を周期的に変えたことによる効果を示す図である。
【図７】移動方向を検出する方法を示す図である。
【図８】３つの測定軸を備えた入力デバイスを示す図である。
【図９】スクロール・アンド・クリック光学式入力デバイスの第一の実施形態を示す図で
ある。
【図１０】上記デバイスを備えた携帯電話を示す図である。
【図１１】スクロール・アンド・クリック光学式入力デバイスの第二の実施形態を示す図
である。
【図１２】典型的なクリック・アクションの信号の時間パターンを示す図である。
【図１３】典型的なスクロール・アクションの信号の時間パターンを示す図である。
【図１４】デバイス検出器によって生成された信号をクリック信号及び／又はスクロール
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信号へと処理する電子プロセッサを概略的に示す図である。
【図１５】ダイオード・レーザを１つしか備えていない光学式スクロール・アンド・クリ
ック・デバイスを示す図である。
【図１６】上記デバイスを備えた携帯電話を示す図である。
【図１７】クリック・アクションが発生したか否かを判断するアルゴリズムの第一の部分
を示す図である。
【図１８】クリック・アクションが発生したか否かを判断するアルゴリズムの第二の部分
を示す図である。
【図１９】クリック・アクション及び／又はスクロール・アクションが発生したか否かを
判断するアルゴリズムの第二の実施形態を示す図である。
【図２０】上記アルゴリズムの第三の実施形態を示す図である。
【図２１ａ】入力デバイスモジュールの第一の実施形態の構造を示す図である。
【図２１ｂ】入力デバイスモジュールの第一の実施形態の構造を示す図である。
【図２２】上記モジュールの第二の実施形態の構造を示す図である。
【図２３ａ】上記モジュールの第三の実施形態の構造を示す図である。
【図２３ｂ】上記モジュールの第三の実施形態の構造を示す図である。
【図２４】本発明を実施可能な既知の光学式入力デバイスを示す図である。
【図２５】本発明を実施可能な容量性入力デバイスを備えた携帯電話を示す図である。
【図２６】上記入力デバイスによって生成された信号をクリック信号及び／又はスクロー
ル信号へと処理する代替的方法を示す図である。
【図２７】上記入力デバイスによって生成された信号をクリック信号及び／又はスクロー
ル信号へと処理する代替的方法を示す図である。
【図２８】上記入力デバイスによって生成された信号をクリック信号及び／又はスクロー
ル信号へと処理する代替的方法を示す図である。
【図２９】容量性入力デバイスの第一の実施形態において用いられるシグナルプロセッサ
の一実施形態を概略的に示す図である。
【図３０】容量性入力デバイスの第二の実施形態において用いられるシグナルプロセッサ
の一実施形態を概略的に示す図である。
【図３１】本発明を実施可能な入力デバイスを備えたコードレス電話を示す図である。
【図３２】上記入力デバイスを備えたリモコンを有するテレビを示す図である。
【図３３】上記入力デバイスを備えたラップトップ・コンピュータを示す図である。
【図３４】上記入力デバイスを備えたデスクトップ・コンピュータを示す図である。
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